
 

別表第９（第８条関係）【水産物】 

品   目 申  請  要  件 

マダイ 

釣マダイ 漁 法 一本釣 

時 期 １～４月 
マダイ 漁 法 

底びき網 

サイズ  

全長 15 ㎝を超え

るもの 

定置網、刺網 

カツオ 漁 法 ひき縄、一本釣 時 期 ３～５月  

イサキ 

釣イサキ 漁 法 一本釣 

サイズ 

全長 20 ㎝を超え

るもの 時 期 ３～６月 

イサキ 漁 法 定置網 

タチウオ 

釣タチウオ 漁 法 一本釣 

時 期 ３～９月 

タチウオ 漁 法 

底びき網 

サイズ 

網目の大きさ８節

以下で漁獲された

もの 

 定置網 

ハモ 漁 法 

底びき網 

サイズ 

体重200ｇを超え

4kg 未満のもの 

時 期 ６～９月 

延縄 

サイズ 

体重150ｇを超え

るもの 

クエ 漁 法 延縄、一本釣 時 期 １０～翌年３月 

マグロ類 

（クロマグロ、キハダ、 

メバチ、ビンナガ） 

漁 法 延縄、ひき縄 時 期 
クロマグロ（１～５月） 

その他のマグロ（周年） 

アジ 

 

マルアジ 

釣マアジ 漁 法 一本釣 
時 期 ３～８月 

マアジ 漁 法 定置網、まき網 

釣マルアジ 漁 法 一本釣 
時 期 ９～翌年２月 

マルアジ 漁 法 まき網、底びき 

マサバ 

釣マサバ 漁 法 一本釣 

時 期 ８～１１月 
マサバ 漁 法 定置網、まき網 



ゴマサバ 

釣ゴマサバ 漁 法 一本釣 

時 期 ５～１２月 

ゴマサバ 漁 法 定置網、まき網 

ブリ 漁 法 定置網 時 期 １２～翌年５月 

クジラ 漁 法 追込網 時 期 ９～翌年４月 

マイワシ 漁 法 棒受網、まき網 時 期 ３～７月 

ウルメイワシ 漁 法 棒受網、まき網 時 期 ５～７月 

シラス 漁 法 船びき網 時 期 周年 

トビウオ 漁 法 刺網、定置網 時 期 ４～９月 

マダコ 漁 法 たこ壷 時 期 ６～９月  

スルメイカ 漁 法 一本釣 時 期 ６～９月 

イセエビ 漁 法 刺網 時 期 １０～翌年４月 

アシアカエビ 漁 法 底びき網 時 期 １１～翌年２月 

アワビ 漁 法 採貝漁 時 期 ３～８月 

トコブシ 漁 法 採貝漁 時 期 ３～８月 

マガキガイ 漁 法 採貝漁 時 期 ５～８月 

ヒロメ 漁 法 採藻漁 時 期 １２～翌年４月 

養殖マダイ 県内で養殖されたもの 

養殖クエ 県内で養殖されたもの 

養殖アユ 県内で養殖されたもの 

養殖マグロ 県内で養殖されたもの 

養殖スマ 県内で養殖されたもの 

養殖ヒオウギ 県内で養殖されたもの 

養殖イワガキ 県内で養殖されたもの 

養殖アワビ 県内で養殖されたもの 

養殖ヒロメ 県内で養殖されたもの 

 

 


